
 

 

 
 

 

東

京

都

シ

ル

バ

ー

パ

ス

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

案

） 

 

東

京

都

シ

ル

バ

ー

パ

ス

条

例

（

平

成

十

二

年

東

京

都

条

例

第

百

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

第

一

項

中

「

東

京

都

日

暮

里

・

舎

人

ラ

イ

ナ

ー

」

の

下

に

「

、

多

摩

都

市

モ

ノ

レ

ー

ル

株

式

会

社

が

運

行

す

る

モ

ノ

レ

ー

ル

並

び

に

株

式

会

社

ゆ

り

か

も

め

が

運

行

す

る

電

車

」

を

加

え

る

。 

 

第

四

条

中

「

規

則

で

定

め

る

額

」

を

「

千

円

」

に

改

め

る

。 

 

第

五

条

及

び

第

六

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

（

パ

ス

の

利

用

） 

第

五

条 

指

定

団

体

は

、

パ

ス

の

発

行

を

受

け

た

者

が

、

一

般

乗

合

旅

客

自

動

車

を

運

行

す

る

運

送

事

業

者

に

当

該

パ

ス

を

提

示

す

る

こ

と

に

よ

り

、

一

般

乗

合

旅

客

自

動

車

に

乗

車

で

き

る

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

パ

ス

の

通

用

区

間

等

） 

第

六

条 

パ

ス

の

通

用

区

間

は

、

別

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

運

送

事

業

者

ご

と

に

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

定

め

る

と

お

り

と

し

、

パ

ス

の

有

効

期

間

は

、

規

則

で

定

め

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

に

掲

げ

る

運

行

系

統

は

、

パ

ス

の

通

用

区

間

か

ら

除

外

す

る

。

た

だ

し

、

知

事

が

別

に

指

定

す

る

運

行

系

統

は

除

く

。 

 

一 

道

路

運

送

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

三

号

）

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

国

土

交

通

大

臣

が

運

賃

の

特

殊

割

増

し

を

認

可

し

た

運

行

系

統 

 

二 

道

路

運

送

法

第

二

十

一

条

第

二

号

の

規

定

に

よ

り

国

土

交

通

大

臣

の

許

可

を

受

け

て

乗

合

旅

客

を

運

送

す

る

運

行

系

統 

 

三 

定

期

観

光

運

送

（

定

期

に

運

行

す

る

自

動

車

に

よ

り

観

光

を

目

的

と

す

る

乗

合

旅

客

を

専

ら

運

送

す

る

こ

と

を

い

う

。

）

を

目

的

と

し

て

定

め

た

運

行

系

統 

 

四 

専

ら

一

の

特

別

区

又

は

市

町

村

の

区

域

を

超

え

、

か

つ

、

そ

の

長

さ

が

お

お

む

ね

五

十

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

以

上

の

路

線

に

お

い



 

 

て

、

停

車

す

る

停

留

所

を

限

定

し

て

運

行

す

る

自

動

車

に

よ

り

乗

合

旅

客

を

運

送

す

る

運

行

系

統 

 

五 
季

節

に

よ

り

、

又

は

臨

時

に

設

け

ら

れ

た

運

行

系

統 

３ 

前

項

各

号

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

知

事

は

、

パ

ス

の

通

用

区

間

と

す

る

こ

と

が

適

当

で

な

い

と

認

め

る

運

行

系

統

が

あ

る

と

き

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

運

行

系

統

を

通

用

区

間

か

ら

除

外

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

４ 

知

事

は

、

第

二

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

し

た

と

き

、

又

は

指

定

を

変

更

し

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

告

示

す

る

。 

 

附

則

の

次

に

次

の

別

表

を

加

え

る

。 

別

表

（

第

六

条

関

係

） 

 
 

 

附 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

（

提

案

理

由

） 

 

パ

ス

の

発

行

の

対

象

者

の

費

用

負

担

を

軽

減

す

る

と

と

も

に

、

パ

ス

を

利

用

で

き

る

運

送

事

業

者

及

び

パ

ス

の

通

用

区

間

を

拡

大

す

る

必

要

が

あ

る

。 

右

に

掲

げ

る

も

の

以

外

の

規

則

で

定

め

る

運

送

事

業

者 

 

東

京

都

交

通

局 

多

摩

都

市

モ

ノ

レ

ー

ル

株

式

会

社 

株

式

会

社

ゆ

り

か

も

め 

運

送

事

業

者 

東

京

都

の

区

域

内

に

存

す

る

停

留

所

を

含

む

運

行

系

統

の

停

留

所

相

互

間 

全

路

線

の

停

留

所

又

は

駅

の

相

互

間 

  

通

用

区

間 


